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〔基本方針〕

＜使命＞

　社会福祉法人三豊市社会福祉協議会（以下、「社協」という。）は、地域福祉を推進す

る中核的な団体として、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進する

ことを使命とします。

＜経営理念＞

　社協は、この使命を達成するために、以下の経営理念に基づき事業を展開します。

　　①住民参加・協働による福祉社会の実現

　　　　　地域住民、民生委員・児童委員、地区社協、社会福祉施設、ボランティア及び

　　　　市民活動団体や福祉サービスを提供する事業者など地域のあらゆる団体・組織の

　　　　相互理解と協働によって住民参加型の福祉社会を実現していきます。

　　②地域における利用者本位の福祉サービスの実現

　　　　　地域において、誰もが地域社会の一員として尊厳をもった生活が送れるよう利

　　　　用者本位の福祉サービスを実現していきます。

　　③地域に根ざした総合的な支援体制の実現

　　　　　地域の福祉ニーズに対して、多様な福祉サービスや福祉活動と、保健、医療、

　　　　教育、交通、住宅、就労などあらゆる生活関連分野の活動が連携し、身近な地域

　　　　で総合的かつ効果的に展開される支援体制の整備を実現していきます。

　　④地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへの挑戦

　　　　　制度の狭間にある福祉課題や低所得者、社会的支援を要する人々への対応に重

　　　　きをおき、常に事業展開を通じて地域の福祉課題をとらえ、地域住民やあらゆる

　　　　団体・組織に働きかけ、新たな福祉サービスや活動プログラムの開発に挑戦して

　　　　いきます。

＜組織運営方針＞

　社協は、「社会福祉を目的とする事業を経営する者」と「社会福祉に関する活動を行う

者」が参加する公益性の高い非営利・民間の福祉団体として、その使命と経営理念を実現

するために、以下により組織運営を行います。

　　①地域に開かれた組織として、運営の透明性と中立性、公正さの確保を図るとともに、

　　情報公開や説明責任を果たします。

　　②事業の展開にあたっては、住民参加を徹底します。

　　③事業の効果測定やコスト把握などの事業評価を適切に行い、効果的で効率的な自立

　　した経営を行います。

　　④全ての役職員は、高潔な倫理を保持し、法令を遵守します。



〔目標・重点施策〕

１．強化・発展計画の策定

　事業運営・経営ビジョンや目標を明確にし、そのビジョンや目標の実現に向けた

事業・組織・財政等に関する具体的な取り組みを明示します。

２．活動財源の確保

《会費・寄付金の収益向上への取り組み》

　会費・寄付金の収益向上のため、会費や寄付金がどのように使われているか、社

協広報「しちふく」、ホームページ等で事業内容・事業報告等をより分かりやすい

ものにして情報発信を行い、地域住民・関係福祉団体、事業者等に存在意義や必要

性を理解していただけるよう、役職員一丸となって取り組みます。

《公的補助金等の安定的な確保へ向けての取り組み》

　地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、法人成年後見等事業、福祉サービ

ス利用援助事業等、社協の強みを活かしたサービスを積極的に提供し、その必要性

を地域住民により理解してもらえるよう、住民参加による地域福祉を推進するうえ

で、不可欠となる補助金・受託金について検討を行います。

３．第３期三豊市地域福祉活動計画(まるみプラン)の推進

　　第２期計画の基本理念「くらし・こころ・みらい『豊かなまちづくり』」を継承

　し、地域共生社会の実現に向けた「地域でつながる関係」を築いていきます。

　・基本目標１　『ひとづくり』　～お互いさまの気持ちを育てるひとづくり～

　　　　地域のニーズに沿った支援が出来るようなコーディネート機能を充実させます。

　　　また、活動者同士をつなげる交流会も開催します。

　・基本目標２　『しくみづくり』

～地域で多様なひとたちがつながりあうしくみづくり～

　　　　相談窓口の情報収集と発信をはじめ、住民が身近なところで相談が利用でき

　　　るよう、社協職員が市内の各公民館等での出張相談を新たに実施します。

　・基本目標３　『きずなづくり』　～災害に強い地域のきずなづくり～

　　　　防災意識を高めるための出前講座の開催と、女性・事業所・社会福祉法人等

　　　の様々な立場に応じた協議の場をもちます。

　　　　また、災害時に必要な資機材の整備に順次取り組みます。

４．介護保険事業等の収益の向上

　　自主財源で大きな比重を占める介護保険事業等の経営状況を分析していきます。

　制度変更に応じ、介護報酬等、事業の対応を柔軟に行います。有資格者の確保に

　努め、専門性の高いサービスの提供を図ります。

　　受託事業については、契約のもと遂行できるよう真摯に取り組みます。



１．法人運営事業
事業費１３９，６０５千円

（内：市補助金収入９４，９７０千円）

事　業　名 事　業　概　要

①理事会 ・年４回開催

②評議員会 ・年４回開催

③評議員選任・解任委員会 ・随時開催

④監事会 ・決算監査等

⑤強化・発展計画の策定 ・事業・組織・財政等に関する具体的な取り組みを明示した

本会の中期計画を策定します。

⑥役職員等への研修会等の ・役職員等が、社協は具体的に「どのような地域をめざし」

開催と参加促進 そのために「事業・活動等をどのように進めていくのか」と

いった組織の使命やビジョンを改めて確認するとともに、共

通理解をもって日々の業務、実践にあたることが重要である

ことから、役職員等の資質の向上を図るため県社協等が開催

する研修会等に積極的に参加します。

・具体的内容

1. 本会事業等のPR及び事業説明会等の開催

2 地域福祉セミナー

3 県社会福祉大会等

⑦衛生委員会 ・職員の衛生教育、健康相談、健康保持のため衛生委員会を

開催します。

⑧会員加入の促進 ・自主財源の確保及び地区の福祉活動推進のため、会員の募

集を行います。また、一般会費納入についての協力を自治会

長等にお願いします。

一般会員（１口　５００円）

賛助会員（１口　１，０００円　２口以上）

（会費収入：８，９５０千円）

⑨寄附金の有効活用 ・寄附者の意に沿うように「地区社協」に対し活動助成を行

う等、地域福祉のために活用します。

（寄附金収入：３，０００千円）

⑩地区社協への助成 ・地区社協（２４地区）の地域福祉活動に対し助成金の交付

を行い活動を支援します。

・助成額：４，８１３千円

（前々年度の一般会費の３割と寄附金の７割充当）

⑪その他 ・定款、規程、労務、経理、物品管理、施設管理等



２．地域福祉事業
事業費２０，６０７千円

（内：市補助金収入４，７０１千円、市受託金収入８，６９８千円）

（１）地域福祉活動推進事業

事業費２，７６８千円

事　業　名 事　業　概　要

①福祉協力員推進 ・日常生活を送る住民が、地域の中でニーズをキャッチし、

相談につなげるよう協力者を増やし、地域の見守り活動を強

化できるよう福祉協力員推進事業を実施します。

・市内福祉協力員：１５４人（内：新規５０人）

・助成額：３０８千円

②まるみちゃん安心キット設置 ・ひとり暮らし高齢者や障害者に対し、かかりつけ医療機関、

薬剤情報、緊急連絡先等の情報を保管する「まるみちゃん安

心キット（緊急情報キット）」を冷蔵庫に設置し、設置状況

を三観広域消防本部に届出するとともに、その後の見守り活

動の推進及び地域との連携により、安全と安心の確保を図り

ます。

③福祉器具貸出 ・本会会員又は会員の利用する公共施設に、車イスを貸出し、

生活の自立及び健康の維持、並びに生活の質の向上を促進す

ることを目的に実施します。

④実習生受入 ・本会や関係機関・関係団体の実施する多様な社会福祉活動

を通じ、将来の社会福祉士の人材育成を図ることを目的に、

社会福祉士養成校より実習依頼に応じ、その都度検討し、相

談援助実習を実施します。

⑤研修・委員会等への参加促進 ・職員の更なる資質向上に向け、県社協や香川CSW実践研

究会等が開催する研修に積極的に参加します。また、県社協

主催の総務部会・地域福祉部会・作業部会に参加し、そのメ

ンバーが、ニーズ対応型社協の実現に向けた協議を重ね、連

携を図ります。

⑥地域車輛運搬等 ・災害時や訓練の際、テントや机等の資材運搬に必要な軽ト

ラック及びボランティア等送迎用のミニバンに係る維持管理

費。

⑦チャイルドシート・ジュニア ・乳幼児の保護者等にチャイルドシート等を貸出しすること

　シート貸出 により、子育て中の保護者等（里帰り・帰省時）の経済的な

負担の軽減を図ります。

利用料：５００円/回

⑧こんにちはコール ・ひとり暮らし高齢者等に、電話訪問員（ボランティア）が

電話を通じて話を聴くことで、安否確認と孤独感の緩和を図

ります。

・実施

本所：２回/月（第２・４水曜日）

財田支所：２回/月（第１・3水曜日）

⑨その他 ・支所機器車輛等維持



（２）福祉啓発事業

事業費１９３千円

事　業　名 事　業　概　要

①福祉作文 ・社会福祉の啓発・向上のため、市内の小・中学校の児童、

生徒が福祉の大切さを自覚し、心豊かな人になることを願い

福祉作文を募集します。また、最優秀賞受賞者は、市社会福

祉大会にて壇上で発表します。　

②ファミリー写真コンテスト ・子育て中の保護者や家族等が子どもとの絆を深めるととも

に、楽しく育児に関わってもらうことを目的に実施します。

　また、みとよ福祉まつりでの作品展示や、ホームページで

の作品紹介により、地域での子育てについて関心を高める機

会となる働きかけをします。

（３）相談事業

事業費１，９０８千円

（内：市補助金収入１，９０８千円）

事　業　名 事　業　概　要

①心配ごと相談 ・悩みを抱える地域住民が安心して暮らせるよう、民生委員・

児童委員が話を伺います。また、必要に応じて各支援機関や

専門員と連携を図ります。

相談：各支所１回/月（第３水曜日）

②法律相談 ・地域住民が日常生活で抱える財産・人権・家族等の問題に

対して、弁護士による指導及び助言を得ることができる場を

設けます。

相談：３回/月（第１・２・３火曜日）

※高瀬支所：毎月、その他の支所：１回/３ヶ月

③社協ふくし相談 ・地域の身近な場所において社協職員による相談を行います。

相談：各週ごとに場所（開催町）を変えながら実施

（４）福祉バス管理運営事業

事業費２，６５８千円

（内：市補助金収入２，６５８千円）

事　業　名 事　業　概　要

①福祉バス管理運営 ・社会福祉を目的とする事業の実施及び社会福祉活動への住

民参加の援助を目的に福祉バス（１台：乗車人数２５人）を

運行します。

（５）ボランティア活動推進事業

事業費７７２千円

事　業　名 事　業　概　要

①ボランティア活動推進  ・ボランティアセンターにおけるボランティア活動推進のた

めの講座等の開催、ボランティア活動保険、コーディネート

業務と情報発信機能の充実を図ります。

　なお、専用サイトについて、より一層ボランティア活動に

繋がるようにリニューアルを行います。



（６）団体助成事業

事業費１３５千円

（内：市補助金収入１３５千円）

事　業　名 事　業　概　要

①団体助成 ・福祉団体に助成

（７）認知症サポーター養成講座事業（市受託事業）

事業費６１千円

（内：市受託金収入５５千円）

事　業　名 事　業　概　要

①認知症サポーター養成講座 ・高齢化とともに、認知症高齢者の増加も予想されます。こ

うした中、地域で認知症への正しい理解や接し方等について

知識を深めてもらうため、認知症サポーター養成講座を開催

します。

　また、社協が推進しているサロンや小・中学校へ出向き、

出前講座を開催する等、認知症の理解促進を図ります。

（８）障害児長期休暇中預り事業（市受託事業）

事業費２，５３２千円

（内：市受託金収入２，４９７千円）

事　業　名 事　業　概　要

①障害児長期休暇中預り ・三観地域における夏休み期間中の障害児を対象とした預り

サービスの不足から、三観地域自立支援協議会や地域のボラ

ンティア等の協力を得て、夏休み期間中、障害児とその兄弟

姉妹の日中預りサービス（通称：みとよ きらっと☆くらぶ）

を開催します。

（９）自発的活動支援事業（市受託事業）

事業費９７千円

（内：市受託金収入９７千円）

事　業　名 事　業　概　要

①自発的活動支援 ・障害者（児）が自立した生活を営むことができるよう障害

者（児）やその家族、地域住民等による地域における自発的

な取り組みを支援し、地域共生社会の実現を図ることを目的

に、ボランティア養成のための研修会を開催します。

（10）生活支援体制整備事業（市受託事業）

事業費６，５２９千円

（内：市受託金収入３，１００千円）

事　業　名 事　業　概　要

①生活支援体制整備 ・地域での住民組織による支え合い等により、既存の活動の

更なる充実や、多様な主体の情報共有、連携、協働による社

会資源等の開発と関係者のネットワーク化等を図り、地域に

おける生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向け

た取り組みを推進します。(生活支援コーディネーター業務）



（11）三豊市こどもの居場所づくり事業（市受託事業）

事業費２，９５４千円

（内：市受託金収入２，９４９千円）

事　業　名 事　業　概　要

①三豊市こどもの居場所づくり ・こどもを取り巻く様々な課題の解決の糸口として実施しま

す。主な活動として、市内のこども食堂やその他こどもの居

場所づくりに関わる団体等とのネットワークを構築し、団体

間の繋がりにより、活動の広がり、情報共有を深めます。

　また、継続的な事業となるよう、こども食堂の活動に必要

な食材の提供を農業生産者や小売業者等にも呼びかけます。

なお、活動の情報源となるためのホームページを開設します。

３．共同募金配分事業
事業費１６，１８４千円

（内：共同募金配分金収入１０，９７９千円）

（１）福祉まつり開催事業

事業費９８７千円

（内：共同募金配分金収入４２０千円）

事　業　名 事　業　概　要

①福祉まつり開催 ・地域住民の福祉等について理解を深め、地域福祉活動への

参加促進を図るため、開催します。

※主な参加者：市内ボランティア団体・障害者等のグループ

（２）福祉教育推進事業

事業費１，９９４千円

（内：共同募金配分金収入１，５５５千円）

事　業　名 事　業　概　要

①福祉教育推進 ・福祉の心を育てるため、福祉教育プログラムの開発と情報

発信を行います。

・市内の小・中学校の児童や生徒、幼稚園の園児を対象に、

社会福祉への理解と関心を高め、「思いやり」と「やさしさ」

を養うとともに、地域と連携した、福祉教育の推進を図りま

す。

　なお、「福祉普及推進校（園）指定事業」に係る取り組み

に対し、要綱に基づき希望する先に助成金を交付します。

・助成額：小・中学校　　上限　５０千円

　　　  幼稚園　　　　上限　３０千円



（３）サロン活動推進事業

事業費３，８５３千円

（内：共同募金配分金収入２，８８０千円）

事　業　名 事　業　概　要

①サロン活動推進 ・高齢者、障害者や子育て世帯、閉じこもり孤立しがちな人

たちが、ボランティアとともに、地域の中でいきいきと元気

に生活できるつながりをもつ場(ふれあい・いきいきサロン)

に対し助成金を交付し、活動を支援します。

・具体的内容

1. サロン活動研修会

2. サロン活動に対する助成額：実績に応じて助成

（４）広報啓発事業

事業費２，６２７千円

（内：共同募金配分金収入１，５１６千円）

事　業　名 事　業　概　要

①広報啓発 ・本会事業等への理解を深めるとともに、福祉活動の啓発や

サロン活動等の地域への情報発信を目的に、広報誌「しちふ

く」を年４回（４月・７月・１０月・１月）発行します。

　また、ホームページのリニューアルとその後の更新や、

その他広報活動にかかる事業も行います。

（５）社会福祉大会開催事業

事業費８８９千円

（内：共同募金配分金収入５５０千円）

事　業　名 事　業　概　要

①社会福祉大会開催 ・市内の社会福祉関係者が一堂に会し、地域福祉の推進に取

り組む決意を新たにするとともに、多年にわたり社会福祉の

発展に貢献されている方々の顕彰を行うため、市社会福祉大

会を開催します。

（６）まるみプラン推進事業

事業費１，７２０千円

（内：共同募金配分金収入１，２００千円）

事　業　名 事　業　概　要

①まるみプラン推進 ・平成３０年度に策定した第３期三豊市地域福祉活動計画（

まるみプラン）における取り組みについて、事業実施及び効

果的な実施のための研究調査、事業の周知、地区地域福祉活

動計画に対する助言や、その他の活動支援を行います。

・具体的内容

1. 事業活動に必要な用具・用品等の整備

2. 地域住民・関係協力団体等への情報提供

3. 各地区福祉活動に対する助成額：１，０５０千円



（７）地域我が事・丸ごと推進事業

事業費２，７６０千円

（内：共同募金配分金収入１，８５８千円）

事　業　名 事　業　概　要

①地域我が事・丸ごと推進 ・地域の困りごと、個人の困りごとを我が事として、ニーズ

キャッチを行い課題や情報を共有し、それをきっかけとして

課題解決へ向けた取り組みにつなげていくための集まり等を

開催します。

　また、この事業の推進と活動に対する事業実施団体・グル

ープ等に対し、助成をします。

・具体的内容

1. 事業活動に必要な用具、用品等の整備

2. 関係協力団体等への話し合いの場（座談会等）づくりの

支援等

（８）災害対策推進事業

事業費１，３５４千円

（内：共同募金配分金収入１，０００千円）

事　業　名 事　業　概　要

①災害対策推進 ・大規模災害や小規模災害にも適切に対応できるよう防災・

減災に関する研修会を開催したり、緊急時のマニュアルによ

る訓練の実施や整備した資機材を使用し、シミュレーション

訓練を実施します。

　また、災害時において復旧と生活支援の要となる災害ボラ

ンティアセンターの設置等について継続的に研究と協議を行

います。

・具体的内容

1. 防災・減災に関する出前講座、研修会の開催

2. 災害ボランティアセンター設置訓練

3. 様々な立場に応じた協議の場づくり（女性、事業所、

社会福祉法人等）

4. 自主防災組織との共同訓練等

5. 資機材整備等（災害ボランティアセンター初動用品等）



４．生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）

事業費４，９６７千円

（内：市補助金収入４，１１８千円、県社協補助金収入６３６千円

県社協受託金収入２０９千円）

（１）生活福祉資金貸付事業

事　業　名 事　業　概　要

①生活福祉資金貸付 ・県社協から、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯対象の

自立支援を目的とする低金利の貸付制度の受付業務を受託し、

民生委員・児童委員及び市との連携を図り、本所及び各支所

の窓口で対応し貸付及び償還に関する相談に応じます。

・具体的内容

1. 相談員を配置し、来所・電話等により随時対応

2. 県社協による相談会の開催（２回/年）

3. 償還金残高のお知らせ送付（２回/年）

５．福祉サービス利用援助事業（県社協受託事業）

事業費１１，９３３千円

（内：市補助金収入８，９２１千円、県社協受託金収入２，４９３千円）

（１）福祉サービス利用援助事業

事　業　名 事　業　概　要

①福祉サービス利用援助 ・認知症、知的障害及び精神障害等で判断能力が不十分な方

（日常生活自立支援） が、地域で自立した生活を送れるように、福祉サービスの利

用援助及び日常的な金銭管理等（書類預かりを含む）を本人

との契約により行います。

　なお、システム導入により、情報の一元管理と事務処理等

の効率化を図ります。

６．法人成年後見等事業
事業費１１，４５０千円

（内：市補助金収入９，１８５千円、市受託金収入４６５千円）

（１）法人成年後見等事業

事業費１０，９８５千円

（内：市補助金収入９，１８５千円）

事　業　名 事　業　概　要

①法人成年後見等 ・認知症、知的障害及び精神障害等で意思決定が困難な方が、

地域で安心した生活を送れるように、成年後見人等を受任し、

権利や財産を守るための支援を行います。

　なお、システム導入により、受任に伴う事務の軽減と財産

や関係機関、親族情報等の管理を行います。



（2）市民後見人養成支援事業

事業費４６５千円

（内：市受託金収入４６５千円）

事　業　名 事　業　概　要

①市民後見人養成支援 ・対象者の増加に伴い、成年後見制度の必要性は一層高まっ

てきており、その需要はさらに増大することが見込まれます。

成年後見人等には、弁護士などの専門職後見人だけでなく、

市民を含めた後見人を中心とした支援体制を構築します。

７．生計困難者に対する相談支援事業
事業費５１７千円

（内：市補助金収入１０５千円、香川おもいやりネットワーク事業収入４１２千円）

（１）生計困難者に対する相談支援事業

事　業　名 事　業　概　要

①生計困難者に対する相談支援 ・生活のしづらさを抱えた方を包括的に支援する仕組みをつ

(おもいやりネットワーク事業) くり、地域における様々な福祉課題に対応することを目的に、

地域のネットワークづくりや総合相談及び支援等を行います。

　協力者：民生委員・児童委員、参画する社会福祉法人施設

８．ファミリー・サポート・センター事業（市受託事業）

事業費１４，６８４千円

（内：市受託金収入１４，４７２千円）

（１）ファミリー・サポート・センター事業

事業費１２，６０６千円

（内：市受託金収入１２，５８５千円）

事　業　名 事　業　概　要

①ファミリー・サポート・セン ・ファミサポとは、地域の中で「子育てを援助したい人（ま

ター かせて会員）」と「子育てを援助してほしい人（おねがい会

員）」が一時的な子育てを助け合う有償ボランティア組織で、

その橋渡し役として調整するのがファミリー・サポート・セ

ンターです。

　この事業は、働く人々の仕事と子育ての両立や急用時、体

調不良時などに、子育て中の保護者を地域でサポートするこ

とで、地域の子育て力を高めることを目的に実施します。

・具体的内容

1. 会員募集・相互援助活動の調整

2. 交流会の開催：２回/年（8月・12月）

3. まかせて会員養成講座の開催：２回/年（６月・１月）

4. 講習会の開催：３回/年（５月・９月・3月）

5. ファミサポ通信の発行：３回/年　等

・おねがい会員（利用する人）対象者

1. 三豊市に在住か勤務先がある方

2. 生後概ね６ヶ月から小学６年生までの子どものいる方



（２）子育てホームヘルプ事業

事業費２，０７８千円

（内：市受託金収入１，８８７千円）

事　業　名 事　業　概　要

①子育てホームヘルプ ・出産前後、一時的に援助を必要とする家庭に子育てホーム

ヘルパーを派遣し、育児又は家事の援助、相談及び助言等を

行うことにより、安心して出産や子育てができ、乳幼児の健

全な育成と妊産婦の健康の増進を図ることを目的に実施しま

す。

・対象者

　市内に住所を有し、出産予定日2ヶ月前から出産後6ヶ

月以内で、育児または家事が困難な者であって、かつ、

同居の親族その他の者が育児又は家事の援助を行うこと

ができない者のほか、市長が必要と認める者

・支援の内容

育児：もく浴介助・授乳・おむつ交換等

家事：調理・清掃・洗濯・買物等

相談：育児に関すること等

９．居宅介護支援事業
事業費４９，９３３千円

（内：介護保険事業収入３０，１２０千円）

（１）居宅介護支援事業

事　業　名 事　業　概　要

①居宅介護支援 ・事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者（介護

予防支援・介護予防ケアマネジメントの受託を含む）に対し、

適正な居宅介護支援を提供します。

・事業の実施にあたっては関係市町、地域の保健、医療、福

祉サービスとの綿密な連携を図ります。

・市受託による介護保険法に定める要介護認調査業務を行い

ます。

・具体的内容

1. 要介護ケアプラン業務

利用者：１５０人/月

2. 介護予防支援、介護予防ケアマネジメント業務（市受託

事業）、介護保険認定調査事業（市受託事業）

介護予防プラン：３０件/月

認定調査：25件/月



10．訪問介護事業
事業費５２，７５９千円

（内：市受託金収入３３６千円、介護保険事業収入５０，２５８千円）

（１）訪問介護事業

事業費３８，８０７千円 （内：介護保険事業収入３７，７４１千円）

事　業　名 事　業　概　要

①訪問介護 ・介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者である職員又は登

録ヘルパーが、要介護状態にある高齢者に対し、居宅介護支

援事業所の依頼を受けて適切な訪問介護を提供します。

（２）生活支援訪問事業

事業費１２，９１２千円 （内：介護保険事業収入１１，９２８千円）

事　業　名 事　業　概　要

①生活支援訪問 ・介護予防、日常生活支援を目的に、その心身状況や環境状

況に応じて適切な訪問介護を提供します。

（３）その他訪問事業

事業費１，０４０千円

（内：市受託金収入３３６千円、介護保険事業収入５８９千円）

事　業　名 事　業　概　要

①生活管理指導員派遣 ・社会適応が困難な高齢者に対し、日常生活に関する支援、

対人関係の構築のための支援を行います。併せて、要介護状

態への進行予防につなげる等の訪問を市からの受託により行

います。

②養育支援訪問 ・子育てに対し、不安や孤立感等を抱える家庭や様々な原因

で養育支援が必要となっている家庭を対象に、市からの受託

により訪問支援を行います。

③支援サービス ・介護保険等の対象にならない人から要望を受け、自費サー

ビスで生活支援を行い、要介護状態への進行予防につなげま

す。

11．障害福祉サービス事業
事業費７，３５４千円

（内：自立支援給付費収入６，８２６千円）

（１）障害福祉サービス事業（居宅介護）

事業費６，５２８千円 （内：自立支援給付費収入６，０００千円）

事　業　名 事　業　概　要

①障害福祉サービス ・利用者の居宅等に訪問し、入浴、排泄及び掃除等の家事、

（居宅介護） 生活等に関する相談及び助言を、居宅介護計画書に基づいて

適切なサービスを提供します。

・利用者：２８人/月



（２）障害福祉サービス事業（重度訪問介護）

事業費２２千円 （内：自立支援給付費収入２２千円）

事　業　名 事　業　概　要

①障害福祉サービス ・重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害

（重度訪問介護） により、行動上著しい困難を有する人に自宅で入浴、排泄、

食事の介助、外出時における移動支援等を総合的に行います。

（３）障害福祉サービス事業（行動援護）

事業費８０４千円 （内：自立支援給付費収入８０４千円）

事　業　名 事　業　概　要

①障害福祉サービス ・知的障害または精神障害により、行動するときに著しい困

（行動援護） 難を有する人に対し、訪問介護員が利用者の居宅等に訪問し

生活等に関する相談及び助言並びに移動の介護等、行動援護

計画に基づいてサービスを提供します。

・利用者：２人/月

12．移動支援事業（市受託事業）
事業費１，７１１千円

（内：受託事業収入１，５００千円）

（１）移動支援事業

事　業　名 事　業　概　要

①移動支援 ・屋外での移動が困難な障害者（児）に対し、外出のための

支援（移動支援）を行うことにより、地域における自立生活

及び社会参加を促します。

・具体的内容

1. 社会生活上必要不可欠な外出

2. 余暇活動等の社会参加のための外出

3. その他、市長が必要と認める外出

・利用者：８人



13．高齢者デイサービスセンター事業（市受託事業）

事業費４４，５６３千円

（内：受託事業収入４４，３８３千円）

（１）高齢者デイサービスセンター事業

事　業　名 事　業　概　要

①高齢者デイサービスセンター ・通所介護事業を市から受託し、財田町国保高齢者保健福祉

支援センターにて実施します。

・対象は介護保険制度における要介護認定者及び要支援認定

者、または市が定める介護予防・日常生活支援総合事業対象

者で、ケアプランに利用を位置づけた者です。

・サービス内容

1. 日常生活上の援助

2. 健康状態の観察

3. 機能訓練サービス

4. 送迎サービス

5. 入浴サービス

6. 食事サービス

7. その他介護に関わる相談等

・定員：２５人/日

14．生活支援通所事業（市受託事業）

事業費３，０９２千円

（内：受託事業収入３，０９２千円）

（１）生活支援通所事業

事　業　名 事　業　概　要

①生活支援通所 ・介護予防・日常生活支援を目的に、市からの受託によりそ

の心身状況や環境状況に応じて日常生活訓練やレクリエーシ

ョン等を行い適切な通所サービスを援助します。

　対象は、市が定める介護予防・日常生活支援総合事業対象

者で、ケアプランに利用を位置づけた者です。

・サービス内容（場所：環の湯）週１回(水曜日)

1. 日常動作訓練

2. 健康状態の観察

3. 機能訓練サービス

4. 送迎サービス

5. 入浴サービス

6. 食事サービス

7. その他介護に関わる相談等

・利用者：45人/月



15．高齢者生活福祉センター事業（市受託事業）

事業費３７０千円

（内：市受託金収入３７０千円）

（１）高齢者生活福祉センター事業

事　業　名 事　業　概　要

①高齢者生活福祉センター ・市から受託し、高齢者のみでの生活を安心してできるよう

支援し事業を行います。

16．その他事業
（１）老人クラブ連合会

事　業　名 事　業　概　要

①老人クラブ連合会 ・高齢者福祉の理念に基づき「健康・友愛・奉仕」を基本に、

健康で生きがいのある生活の実現と、高齢者の保健福祉の健

全な発展に寄与することを目的に支援を行います。

・具体的内容

1. 総会

2. 理事会

3. 女性委員会

4. 部会

5. スポーツ大会の開催等

（２）共同募金事業

事　業　名 事　業　概　要

①共同募金 ・地域の福祉活動を支援し、活動の財源とするために、共同

募金運動に協力し、市共同募金委員会として募金活動及び助

成に関わる業務について運営委員・審査委員と協議を行いな

がら地域活動への支援を行います。

・具体的内容

1. 一般募金

2. 街頭募金

3. 審査委員会

4. 運営委員会

5. 地域助成事業等

（３）子育てボランティアみみちゃん

事　業　名 事　業　概　要

①子育てボランティアみみ ・子育て支援事業への協力を目的に、行政・各種団体からの

ちゃん 託児ボランティア派遣要請に対し、連絡調整を行い支援しま

す。



（４）フードバンク事業

事　業　名 事　業　概　要

①フードバンク ・市民等から食料品を寄付していただき、日々の食事に困っ

ている市民に提供します。

（５）ＮＰＯ法人後見ネットかがわへの協力

事　業　名 事　業　概　要

①ＮＰＯ法人後見ネット ・同法人の活動目的に賛同し、地域の高齢者や障害者等の権

かがわへの協力 利擁護の推進のため、弁護士・司法書士等の専門職との連携

強化やネットワークづくりに取り組みます。

　また、同法人の成年後見人等の受任ケースのうち、市内在

住者が地域で生活していくための支援を行います。


